
２．地震・津波関係の審査

１．審査の流れ

安全性のさらなる追求

国の定めた新規制基準への適合性確認審査は、「原子炉設置変更許可」「設計及び工事の計画認可」「保安規定変更

認可」があり、段階的に原子力規制委員会が実施します。

浜岡原子力発電所の審査は、現在、「原子炉設置変更許可」のうち、地震・津波関係の審査を受けているところです。
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※今後の審査状況等により、
項目・順序等に変更が生じる可能性があります。

凡例

基準地震動の審査では、2009年の地震で観測された「顕著な増幅を考慮した地震動」評価について審査を受けてい

ます。また、基準津波の審査では、「プレート間地震による津波評価」に加え「地震以外による津波評価」の審査を

受けています。
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